
手当・医療費

0歳児から中学校3年生までの保険医療費の自己負担分の一部を助成します。
※一部負担金あり
※�出生日・転入日のཌ日から数えて14日以内に申請してください。
持ち物 　�こどもの健康保険の資格確認書など、ຊ人確認書類（マイナンバーΧーυなど）
問合せ先 　�みらい世代育成課 ☎928-1070

0歳～3歳未満 （第1子・第2子）� 15,000円
（第3子以降）� 30,000円

3歳～高校生年代（第1子・第2子）� 10,000円（第3子以降）� 30,000円

�児童手当

高校生年代（18歳の年度末）までの児童を養育している人に、次の金額を支給します。
※�出生日・転出予定日のཌ日から数えて15日以内に申請してください。
※�児童が児童福祉施設等に入所している場合や、里親に委託されている場合は、施設等・里親へ
支給します。

手当・医療費などの支援

支給月額（児童1人につき）※所得制限はありません。

※�児童の人数は22歳の年度末までの子を数
えます。

দӬ保健福祉課　☎930-0410　　　神ล保健福祉課　　　　☎962-5005
๺部保健福祉課　☎976-8803　　　প۾支所保健福祉担当　☎980-7704
౦部保健福祉課　☎940-2572　　　৽市支所保健福祉担当　☎0847-52-5515

持ち物 　�生計中心者と配偶者のマイ
ナンバーが分かるもの、通
帳、ຊ人確認書類など

問合せ先 　�みらい世代育成課
　　　　　　　��☎928-1070

�子ども医療費助成
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若者夫婦・子育て世帯向けの市営住宅

若者夫婦・子育て世帯のみが入居可能な部屋
があります。

対象 　・�夫婦二人のみで夫婦ともに
40歳未満の世帯

　　　　　　��　・�同居者に18歳未満の者がい
る世帯

問合せ先 　�住宅課　☎928-1101

�市営住宅の入居

市営住宅の入居抽選の際に、次の方は世帯状
況に応じて当選しやすくなります。

対象
母子世帯（配偶者のいない者で18歳未満の子
を扶養している世帯）
父子世帯（配偶者のいない者で18歳未満の子
を扶養している世帯）
同居者に18歳未満の者がいる世帯
多子世帯（18歳未満の者が3人以上いる世帯）
若年夫婦世帯（夫婦二人のみで夫婦ともに40
歳未満の世帯）
問合せ先 　�住宅課　☎928-1101

�幼児等インフルエンザ予防
接種費補助事業

生後6か月から小学校6年生までの幼児等を
対象とし、季節性インフルエンザ予防接種費
用の一部を補助します。
※1回の接種につき800円、接種期間中2回まで
　ただし、経鼻弱毒生ワクチンを接種の場合
は、1,600円、期間中1回まで

料金 　�医療機関の窓口で接種費用
から補助額を差し引いた額
をお支払いください。

問合せ先 　�保健予防課　☎928-1127

�出産育児一時金

国民健康保険に加入している人が出産された
場合、次の金額を支給します。
出産育児一時金支給額 488,000円

加算額※ 12,000円

妊娠85日以上であれば、流産・死産の場合で
も支給します。
※�「産科医療補償制度」の加入医療機関で、22
週以降に出産（死産を含む）された場合は、
支給金額に加算があります。

問合せ先 　�保険年金課　☎928-1054
国民健康保険以外の健康保
険の人は、加入先の健康保険
へお問い合わせください。

出産育児一時金の直接支払制度
「出産育児一時金」は、加入者と医療機関の
合意により、原則として出産された医療機
関に直接支払います。なお、出産費用が支給
額未満の場合は、申請によりその差額を支
給します。
※�直接支払制度を利用せず、加入者自身が
出産費用の全額を医療機関に支払った場
合は、申請により「出産育児一時金」を加
入者に支給します。

�未熟児養育医療

1歳未満の乳児（出生体重が2,000g以下、ま
たは体の発育が未熟なまま生まれた乳児）が
指定医療機関で入院治療を受ける場合、保険
医療費の自己負担分の一部を給付します。
※�世帯の市民税額などに応じて費用の一部負
担あり
問合せ先 　�みらい世代育成課　

☎928-1070
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�指定難病医療費助成

原因が不明で治療法が確立していない難病の
うち、厚生労働大臣が定める疾病（指定難病）
の治療を指定医療機関で受ける場合、保険医
療費の自己負担分の一部を助成します。
※�医療保険上の世帯の市民税額などに応じて
一部負担あり
問合せ先 　�保健予防課　☎928-1127

�小児慢性特定疾病医療費助成

18歳未満の児童が厚生労働大臣が定める疾
病の医療を指定医療機関で受ける場合、保険
医療費の自己負担分の一部を助成します。（満
18歳到達時点で継続治療の必要な人は20歳
未満まで対象）
※�医療保険上の世帯の市民税額などに応じて
一部負担あり
問合せ先 　�保健予防課　☎928-1127

�結核児童療育医療給付

18歳未満の児童が結核の治療のために長期
の入院を要すると認められた場合、保険医療
費の自己負担分の一部及び学習用品などを給
付します。
※所得税額などに応じて費用の一部負担あり
問合せ先 　�保健予防課　☎928-1127

�骨髄移植等患者の再接種費
支給事業

18歳未満の児童が、骨髄移植手術や抗がん剤
治療等により、定期の予防接種により得た免
疫が消失又は低下し、予防接種の再接種が必
要であると医師に判断された場合、再接種費
用の一部又は全部を支給します。
※�予防接種の種類によって、接種できる年齢
の上限が異なります。
※�再接種費の支給金額は、市が定める接種金
額が上限となります。
問合せ先 　�保健予防課　☎928-1127

�不妊治療費の助成

生殖補助医療（体外受精、顕微授精、男性不妊の
手術）や一般不妊治療（タイミング療法、人工授
精等）に要した治療費の一部を助成します。詳
しくは市ホームページを確認してください。
◎�生殖補助医療費助成
　�1回の治療に要した自己負担額の2分の1の
額を、10万円を上限として助成します。
　※年齢制限等あり
◎�一般不妊治療費助成
　�治療に要した自己負担額の2分の1の額を、
治療開始日の年齢に応じて、1年に2万5千
円または5万円を上限として助成します。�
※�県助成の利用状況に応じて上限金額変更
問合せ先 　�健康推進課　☎928-3421
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福山すこやかセンターҐஔਤ

�不育症治療費の助成

不育঱検査及び治療に要した費用の一部を30万円まで助成します。
※年齢制限等あり
問合せ先 　�健康推進課　☎928-3421

※障がいのあるこどもの手当、医療については41ページ以降をご覧ください。
※ひとり親家庭等の手当、医療については47ページ以降をご覧ください。

（保健予防課・健康推進課・こども発達支援センター）Ґ置図

三吉町南 1丁目

三吉町南 2丁目

福山新橋西詰

府中分かれ

三枚橋西詰

第2駐車場

P

★ P

第1（正面）駐車場313
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●薬局

●東中学校

●グラウンド

●コンビニ

●東警察署

●医師会館

●ポートプラザ日化

●夜間成人診療所 蓮

池

川

すこやかセンター

　　�

「福山すこやかセンター」
の駐車場
他の場所には駐車できま
せん。
※�福山市医師会立体駐車
場は有料です。
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